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令和８年度保育所・認定こども園の利用申込状況について 
（令和７年１０月２２日現在） 

 

施 設 数 １４０施設 
保 育 所  ２５ （市立１１、私立１４） 

認 定 こども園 １１５ （県立 １、私立１１４） ＊認可・認定予定を含む （認定こども園への移行 １） 

 申込児童 数 a １３，０５７名 

１号認定（教育認定 ３～５歳） １，４５８名 

２号認定（保育認定 ３～５歳） ７，０５４名 

３号認定（保育認定 ０～２歳） ４，５４５名 

 利 用 定 員 b １６,５８２名 令和８年４月の予定 

 利用可能 数 c １８,３５６名 弾力運用（施設毎の定員の概ね 115％）の場合 

差 引 対利用定員(b-a)      ３,５２５名  対利用可能数(c-a)    ５,２９９名 

定員超過施設 対利用定員      １３施設   対利用可能数      ４施設       ＊第１希望による集計 

 

【 参 考 】 令和７年度保育所・認定こども園利用申込状況 

施 設 数 １４１施設 
保 育 所  ２７ （市立１２、私立１５） 

認 定 こ ど も 園 １１４ （県立 １、私立１１３） 

 申込児童数 a １３,４３７ 

１号認定（教育認定 ３～５歳）  １,５２７名 

２号認定（保育認定 ３～５歳）  ７,１９９名 

３号認定（保育認定 ０～２歳）  ４,７１１名 

 利 用 定 員 b １６,８１３名 令和７年４月の予定 

 利用可能数 c １８,８０４名 弾力運用（施設毎の定員の概ね 115％）の場合 

差 引 対利用定員(b-a)      ３，３７６名  対利用可能数(c-a)     ５，３６７名 

定員超過施設 対利用定員       １７施設   対利用可能数４月   ２施設     ＊第１希望による集計 
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各施設類型の比較 

 

 

【注】国の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律（第８次地方分権一括法）により、平成 31 年 4 月から、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園（保育所型認定こども園・幼稚園型認定こども

園）の認定等の事務・権限が県から中核市へ移譲 

 

 

保育所 保育所型認定こども園 幼保連携型認定こども園 幼稚園型認定こども園 

幼稚園 

施設型給付 私学助成 

施設の性格 児童福祉施設 
児童福祉施設 

＋教育機能の認定 

学校と児童福祉施設両方の 

位置づけ 

学校 

＋保育機能の認定 
学校 

根拠法 児童福祉法 
児童福祉法 

認定こども園法 
認定こども園法 

学校教育法 

認定こども園法 
学校教育法 

事業計画との関係 
保育ニーズに対応 

２号・３号 

教育・保育ニーズに対応 

１号・２号・３号 

教育ニーズに対応 

１号 
(新制度の対象外） 

認可権者 
   認可･･･中核市 

   確認･･･市町村 

   認可･･･中核市 

   認定･･･中核市【注】 

     確認･･･市町村 

   認可･･･中核市 

   確認･･･市町村 

   認可･･･都道府県 

   認定･･･中核市【注】 

   確認･･･市町村 

 認可･･･都道府県 

 確認･･･市町村 

 認可･･･都道府県 

 

設備・運営基準 中核市の条例（認可） 
中核市の条例（認可）と 

中核市の条例（認定） 
中核市の条例（認可） 

国の幼稚園設置基準(認可)と 

中核市の条例（認定） 
 国の幼稚園設置基準(認可) 

財政措置 委託費 施設型給付(認定こども園） 

施設型給付 

 （幼稚園） 

＋私学助成 

私学助成 

職員の資格 保育士 
保育士 

（保育教諭が望ましい） 

 

保育教諭 

（保育士と幼稚園教諭の両方資格あり） 

※任用資格で特例制度あり 

 

幼稚園教諭 

（保育教諭が望ましい） 
幼稚園教諭 

参 考 資 料 


